
                        

                               

 

                                   

京都女子大学研究倫理規準 

                      制定 平成 27年 4月 28日 

                        

（前 文） 

大学における学術研究は、学問の自由の下に、良心に基づき自由に行われる活動を通し、真理を探究

するという権利を享受すると同時に、社会からの信頼と負託に応えるという重大な責務を有している。 

従って、学術研究に従事する研究者は、真理の解明や様々な課題の達成に向けて、社会が抱く期待に

応え、社会に対して客観的で科学的な根拠に基づく公正な助言を行い、公共の福祉に資することが求め

られる。   

そのため、研究者は、法令を遵守し、社会倫理を逸脱することなく、自律的で公正な研究活動を遂行

し、研究成果を公表することで、各自の役割に応じた功績を認知されるとともに責任も負うこととなる。 

京都女子大学は、その構成員が学術研究を行うにあたり、学問的良心に恥じることなく、適正かつ公

正に研究が遂行され、持続的に社会からの信頼が得られるよう、あらゆる努力をはらい行動するととも

に、不正行為抑止の教育啓発に継続的に取り組むことをここに表明する。 

 

（目 的） 

第１条 京都女子大学（以下「本学」という。）は、学術研究の信頼性と公正性を確保することを目的

とし、本学において研究に従事するすべての研究者及び研究に関わる事務職員が遵守すべき事項をこ

こに定める。 

 

（定 義） 

第２条 「研究者」とは、本学の教育職員のみならず、本学の教育職員と共同で研究活動を行う研究員

等、本学で研究活動を行うすべての者をいう。学部学生、大学院学生等も「研究者」に準ずるものと

する。 

２ 「研究活動」及び「研究」とは、先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で、観察や実験等によっ

て知り得た事実やデータを素材としつつ、自分自身の省察・発想・アイディア等に基づく新たな知見

を創造し、知の体系を構築していく行為であり、研究計画の立案、実施、成果報告・公表の過程にお

けるすべての行為と決定をいう。 

３ 「研究に関わる事務職員」とは、本学の研究に関する事務に携わるすべての専任職員、契約職員、

アルバイター等をいう。 

 

（研究者の基本的責任） 

第３条 研究者は、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、

技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続性に貢献する

という責任を有する。 

２ 研究者は、国際的に認められた規範、規約、条約、国内の関連する法令及び告示等、並びに学校法

人京都女子学園及び本学が定める関係規程等を遵守しなければならない。 

   

（研究者の姿勢） 

第４条 研究者は、常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、

科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力をはらわなければな

らない。 

２ 研究者は、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、科学・技術と社会・



 

  

 

自然環境の関係を広い視野から理解し、適切に行動しなければならない。 

３ 研究者は、社会が抱く真理の解明や様々な課題の達成へ向けた期待に応える責務を有する。研究環

境の整備や研究の実施に供される研究資金の使用にあたっては、そうした広く社会的な期待が存在す

ることを常に自覚しなければならない。 

４ 研究者は、自らが携わる研究の意義と役割を広く公開・説明しその研究が人間、社会、環境に及ぼ

し得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、社会と

の建設的な対話を築くように努めなければならない。 

５ 研究者は、自らの研究成果が、研究者自身の意図に反して、破壊的行為に悪用される可能性もある

ことを認識し、研究の実施、成果の公表にあたり、社会に許容される適切な手段と方法を選択しなけ

ればならない。 

６ 研究者は、研究・教育・学会活動において、人種、ジェンダー、地位、思想・信条、宗教などによっ

て個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応し、個人の自由と人格を尊重しなければならない。 

７ 研究者は、他の国、地域及び組織等の研究活動における、文化、習慣及び規律の理解に努めなけれ

ばならない。 

８ 研究者は、研究に協力又は研究を支援する者に対して人格、人権を尊重し、福利に配慮する。動物

などに対しては、真摯な態度でこれを扱わなければならない。 

   

（他者との関係） 

第５条 研究者は、他の研究者と共同研究を行うにあたり、共同研究者が対等なパートナーであること

を理解し、お互いの学問的立場を尊重しなければならない。 

２ 複数の研究者等による共同研究の実施や論文作成の際は、個々の研究者間の役割分担・責任をお互

いに明確化しなければならない。 

３ 研究者は研究活動のあらゆる局面において、良心と信念に従い、自らの責任で研究を遂行し、不当

な圧力により研究成果の客観性を歪めることなく、一切の不正を行ってはならない。 

４ 研究者は、学生が共に研究活動に関わるときは、学生が不利益を被らないよう十分配慮しなければ

ならない。 

 

（資料、情報及びデータ等の収集） 

第６条 研究者は、科学的かつ一般的に妥当な方法及び手段により、研究のための資料、情報及びデー

タ等を収集しなければならない。 

２ 研究者が、研究のために資料、情報及びデータを収集する場合は、その目的に適う必要な範囲にお

いて収集しなければならない。 

   

（インフォームド・コンセント） 

第７条 研究者が、人の行動、思想信条、財産状況、環境、心身等に関する個人の情報・データの提供

を受けて研究を行う場合は、提供者に対して当該研究の目的・意義、収集方法等について、分かりや

すく十分説明し、提供者の自由意志に基づく同意を得なければならない。 

２ 研究者は、提供者に予見し得る危険性、必然的に伴う不快な状態を説明すると共に、それらを可能

な限り排除するよう努めなければならない。また、研究終了後の対応、苦情等の連絡先に関する情報

も示さなければならない。 

３ 組織又は団体等から、当該組織又は団体等に関する資料、情報及びデータ等の提供を受ける場合も

前２項に準ずるものとする。 

   

（個人情報の保護） 

第８条 研究者は、「京都女子学園の保有する個人情報の保護に関する規程」の趣旨にのっとり、研究

に関わる個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

２ 研究者は、研究のために収集した資料、情報及びデータ等で、個人を特定できるものを、本人の同



意なしに他に洩らしてはならない。 

３ 研究者は個人情報の取り扱いに関する苦情等には、誠実に対応しなければならない。 

   

（資料、情報及びデータ等の利用及び管理） 

第９条 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報及びデータ、実験ノート等の関連する研

究記録を適切に保管し、データ等の滅失、漏えい及び改ざん（データの変造、偽造）等を防ぐために

適切な措置を講じなければならない。 

２ 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報及びデータ、実験ノート等の研究記録を、事

後の検証が行えるよう適切な期間保管しなければならない。 

３ 保管についての具体的な内容やその期間、方法、開示については、研究データの性質や研究分野の

特性等を踏まえて規定し、関連する法令、又は本学の関係規程等に保存期間の定めがある場合は、そ

れらに従うものとする。 

   

（研究成果の発表） 

第１０条 研究者は、研究活動によって得られた成果を広く社会に還元するため、客観的で検証可能な

データ・資料を提示しつつ、科学コミュニティに向かって公開し、その内容について吟味・批判を受

けなければならない。ただし、関係者の権利保護や産業財産権の取得等合理的な理由があるため公表

に制約がある場合は、その合理的期間内において、公表しないものとすることができる。 

２ 研究者は、他者の成果を自己の成果として発表してはならない。 

３ 研究者は、研究成果の発表にあたっては、先行研究を精査し尊重するとともに、他者の知的財産を

侵害してはならない。 

４ 研究成果の発表にあたっては、私的利益への配慮や不当な圧力により研究成果の客観性を歪めるこ

とがあってはならない。 

５ 研究者は、研究の遂行及び成果の発表において、捏造（存在しないデータの作成）、改ざん（デー

タの変造、偽造）、盗用（他者のアイディア、データや研究成果を適正な引用なしで使用）等の不正

な行為をしてはならない。 

   

（オーサーシップ） 

第１１条 研究者は、研究活動に実質的に関与し、研究内容に責任を有し、研究成果の創意性に十分な

貢献をしたと認められ、研究のあらゆる側面について説明できる場合に、適切なオーサーシップを認

められる。 

   

（二重投稿） 

第１２条 著者自身によって既に公表されていることを開示することなく、同一の情報を投稿、発表す

る二重投稿は、論文及び学術誌の原著性を損ない、研究実績の不当な水増しにもつながり得る研究者

倫理に反する行為であり、認められない。 

   

（他の研究者の業績評価） 

第１３条 研究者が、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて他者の業績評価に関わるときは、評価に恣

意的な観点を混入することなく、評価基準及び審査要綱等に従って適切な評価を行わなければならな

い。 

２ 研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を他に洩らしたり、不正に利用してはならない。 

   

（ハラスメント） 

第１４条 研究者は、「京都女子学園におけるハラスメントの防止等に関する規則」を遵守し、研究に

関わるすべての人が、対等な個人として尊重され、ハラスメントのない状態を確保しなければならな

い。 



 

  

 

   

（研究機器・薬品・材料の安全と有害廃棄物処理） 

第１５条 研究者は、研究実験において研究装置・機器及び薬品・材料を用いるときには、関係法令、

本学諸規程等を遵守し、その安全管理に努めなければならない。 

２ 研究者は、研究実施上発生する有害廃棄物について、本学の関係諸規程を遵守し、適切に処理しな

ければならない。 

   

（研究費の適正な執行） 

第１６条 研究者は、研究費の資金源泉が学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金、財団からの

助成金、企業等からの寄付金等によって賄われていることを常に認識し、研究費の適正な執行に努め

なければならない。 

２ 研究者は、交付された研究費を当該研究目的のみに使用しなければならない。 

３ 研究者及び研究に関わる事務職員は、あらゆる研究費の使用及び管理に当たり、法令・本学の経理

規程・「京都女子大学公的研究費取扱規則」等の当該研究費に関わる諸規程を遵守しなければならな

い。 

４ 研究者及び研究に関わる事務職員は、証憑書類等を適切に管理し、実績報告においては、研究遂行

の真実を明瞭に記載しなければならない。 

   

（利益相反） 

第１７条 研究者は、自らの研究行動にあたり、利益相反が発生しないように、本学の関係諸規程を遵

守し、本学と本学の教職員及び学生の社会的信用及び名誉を保持しなければならない。 

   

（京都女子大学の責務） 

第１８条 本学は、本規準を学内に周知徹底し、研究倫理に係る意識を高め、研究者に求められる倫理

規範を修得させるための教育（以下「研究倫理教育」という。）の計画を策定し、実施することによ

り研究活動における不正防止を図るものとする。 

２ 本学は、この規準の運用を実効あるものにするため、研究者の研究倫理に反する行為に対しては、

別に定める規程により適切な措置を講ずるものとする。 

３ 本学は、この規準の目的達成と、適切な運用を図り、研究倫理教育を推進するため、京都女子大学

研究倫理委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

４ 委員会に関する事項は、別に定める。 

   

（改廃） 

第１９条 この規準の改廃は、委員会に諮り、評議会の議を経て学長が行う。 

 

附 則 

 この規準は、平成27年4月28日から施行する。 

        

 

 


